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【平成28年度～令和７年度】

学校教育の重点目標

指導の指針

令和５年度用













校長のリーダーシップの発揮と適切なマネジメント校長のリーダーシップの発揮と適切なマネジメント校長のリーダーシップの発揮と適切なマネジメント

山形市教育大綱・山形市教育振興基本計画

山形市学校教育指導の指針［平成28～令和７年度］

めざす学校像
感動・感謝・信頼にあふれた学校

めざす子ども像
豊かな心・確かな学力・健やかな体をもつ、主体性や創造力にあふれる子ども

『郷土を誇りに思い　いのちが輝く　人づくり』
～ 山形らしさの継承　発展　そして発信 ～

学校を創る３つの重点と主な取学校を創る３つの重点と主な取組学校を創る３つの重点と主な取組
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Ⅰ　魅力ある学校づくり Ⅱ　安全・安心の学校づくり

□健やかな心身の育成
□生命を守る安全教育と
　　　　　　防災教育の徹底
□いのちの教育の充実
　（学級経営、道徳教育、読書活動）
□生徒指導・教育相談体制の充実
　（いじめ防止、不登校対策）
□子どもの人格を大切にする
　　　　　　学校づくりの推進

□主体的・協働的・創造的に学ぶ
　授業づくりの推進と確かな学力の
育成

□価値ある豊かな体験活動の充実
□時代の変化に対応した教育の推進
　（国際理解、科学・技術、
　環境・福祉）
□教育の情報化の推進
□一人一人の教育的ニーズに
　応える特別支援教育の充実
□教職員研修の充実と指導力の向上 Ⅲ　連携による教育の充実

□「チーム学校」による
　　　　　　　　　連携の充実
□学校間・校種間の連携の充実
□家庭、地域との連携の充実

◇人や自然の営み、生きていることへの感動
◇多くの人や自然に、生かされ支えられていることへの感謝
◇子ども・家庭・地域・学校の深い信頼関係

「感動」「感謝」「信頼」































３．校内支援委員会

１．気付き 学級担任や学年の先生、養護教諭 保護者

２．相談 
学年会等での

話し合い

教育相談 

（学級担任、教育相談担当、

特別支援コーディネーター、校長、教頭）

特別支援教育コーディネーターによる調整

ステップ１ 実態把握、判断→対応策の検討

ステップ２ 詳細なアセスメント、専門的判断 

→対応策の検討・合理的配慮の検討

→個別の教育支援計画、個別の指導計画の

　作成

保護者 

・相談、理解
・情報収集
・合理的配慮

巡回相談員 

専門機関等 

４．具体的支援・体制づくり

①校内支援 

（学級・学年での配慮、ＴＴによる指導、取り出し指導、通級による指導、

特別支援指導員による指導等）

（スクールボランティア、スクールサポーター、地域ボランティア） 

（巡回相談等） 

児童生徒の学習面及び行動面の困難

組
織
的
・
継
続
的
対
応



各学校より依頼

　ただし、緊急性のある場合は随時

就学先の決定（同意・手続依頼書）

市教育委員会担当者と保護者の面談

山形市教育支援委員会による判断

市教育支援相談員による教育相談

該当校と保護者の面談（教育相談）

該当校への通知

市教育委員会への教育相談結果報告

就学先の決定（同意・手続依頼書）

市教育委員会学校教育課

就学時健康診断

【適切な就学先を判断するための教育支援相談の手順】

〈就　学　児　童〉
　　　　　　　　　　　　　　来庁相談　随時
就学時健康診断担当者会　　　　　８ 月 下 旬

〈在学児童生徒〉
校内教育支援担当者会　　　　　４ 月

校内教育支援委員会
学級担任・学年部会
教育相談部
保護者の考え

保護者による来庁相談

各小学校より報告

９月下旬から10月

【第１回】中学進学予定者
　　　　　療育に関わる施設等を利用している就学児を中心に７月下旬
【第２～12回】就学児を中心に　11月上旬～11月中旬
【第13回】在籍児童を中心に　　12月下旬

【第１・２回】８月下旬　　【第３・４回】11月下旬　　【第５回】１月上旬

該当校への通知該当校への通知

校内教育支援委員会による指導対応の決定

※在籍異動、特別支援学校への転学は、原則、年度始めになります。

山形市教育支援委員会で「特別支援学校への入学が適当である」との意見があ
った場合は、保護者の同意を得てから、各々の障がいに応じた特別支援学校で
の教育相談が必要になります。













①学校防災組織の編成
②教職員の緊急出動体制（勤務時間外） 
③緊急連絡方法（保護者、教育委員会等）
④避難所開設・運営への協力
⑤避難所開設時の臨時休業等対応

（１）防災教育の実施 

（２）防災体制の確立 

□災害発生時の対応の検討 

□情報連絡体制の整備

□防災訓練の実施 

□保護者との連絡・引き渡し 

□心のケア 

□施設・設備の安全対策の実施 

（３）学校の安全に関する評価・改善 

非常災害時の対応例

災 害 発 生

・児童生徒への的確な指示、負傷者の確認

・火災などの二次災害の防止

・管理職は状況を把握し、負傷者の救護や避難方法を決定

・授業者は、児童生徒の動揺を抑え、原則として離れない。

・授業者以外は、分担して校内を巡視し、情報収集して管理職に連絡

・管理職は、安全な避難経路と避難場所を決定し、全校に避難指示

・教職員防災組織の役割分担に応じて行動

・安否確認と的確な指示（２次避難等を含めて）

・負傷者の応急手当や消防・病院等への連絡

・児童生徒の不安に対処

・保護者対応、教育委員会報告（安否、施設）

・避難所開設・運営への協力（市避難所運営マニュアル参照）

１．児童生徒の 

安全確保 

２．情報収集

３．避難誘導 

４．避難後の

　　安全確保

①職員間の連絡方法等

①校内における諸活動時 

・各教科等の学習中の場合 

・始業前、休憩時間、放課後の場合 

・部活動等の児童生徒が自発的に行う活動中の場合 

②校外における諸活動時 

・遠足、修学旅行、職場体験学習等の場合 

③登下校時、児童生徒が学校に避難してきた場合 

④夜間・休日 等 

①連絡方法（緊急システムやWebメール等）
②学校待機、引き渡し方法等の事前周知

①教育相談体制の確立

５．事後対応 

状 況 に 応 じ た

児童生徒の安全確保

防災管理における日常の「備え」として （※地震や台風等への対応として）















　　　　　【日常の子どもの実態把握５項目】
１．子どもの所在確認
２．定期的なアンケート・チェックリスト調査（子ども・保護者・教職員対象）
３．定期的な個別面談
４．機を捉えた面談（適宜）
５．子ども・保護者から相談があったときの連絡・報告体制の確立

【情報交換】
職員会議
子どもを語る会
小・中連絡会

◇校内教育相談委員会（管理職参加）
・学年主任、学級担任、教科担任等
・生徒指導担当（特別支援コーディネーター）
・教育相談担当

スクールカウンセラー・相談員等

個に応じた指導の計画・実施・評価

プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム
（メンバーは必要に応じて構成）

教　頭校　長

家　庭
本　人

連携
依頼・通告・相談等

相談機関・専門機関等
（山形市総合学習センター・適応教室「風」、こども家庭支援課、社会福祉協議会、児童相談所、医療機関、警察等）

第二次対応緊急対応会議２

・指導方針の決定及び指導体制の確立（外部との連携）

・第二次対応（指導・支援）の計画

・情報分析（解決すべき問題の明確化）

第一次対応

市教育委員会

緊急対応会議１（児童生徒や保護者への直接的対応を行う前に）

・第一次対応（児童生徒への事実確認のための面談等）の計画

・情報分析（緊急性の判断）

・校長、教頭、主幹教諭、教務、学年主任、担任、生徒指導主事、

　教育相談担当、養護教諭等

情報のキャッチ

※以降、PDCAのサイ
　クルで。説明責任を
　果たしながら。

報告・連絡・相談

指示



，



　いじめはどこでも起こりうること。いじめへの対応はスピードが大切。しかし、拙速な対応は事

態を悪化させます。必ず記録を取りながら、丁寧に対応していきましょう。







近くの教職員　又は　児童生徒等

事件・事故の発生

発見者

◇発生した事態や状況の把握
◇傷病者の症状の確認（意識、心拍、呼吸、出血等）
◇心肺蘇生法などの応急手当（現場で直ちに）
◇協力要請や指示１１０番

１１９番通報

教育委員会の

指導とサポート
校　　長
教　　頭

養護教諭
保健主事 教職員

指示

報告

指示

相談

指導

報告

連絡・報告通報

連絡
報告

必要な場合は速やかに！

※管理職が不在の場合
の代理者を明確にし
ておく。

直ちに設置直ちに設置

救急対策本部

警察や救急車の出動要請

（１１０番）（１１９番）
保護者

学　校　医
近隣の病院

医療機関等

必要に応じ急行付添者は逐次状況報告

複
数
の
教
職
員
が
急
行

救
急
補
助
・
連
絡
等

付添　搬送







































  

山形市内の小・中学校

仮申し込みをする。（前年度11月中）

指導者講習会参加 

事前打ち合わせ（利用日２週間前） 

入　　　　　所 

少年自然の家   

利用申請等・事務手続きの説明 

研修プログラムなどの確認と
使用許可証の交付

自然の家ホームページから使用許可申請 
書等のファイルをダウンロード 

利用日決定通知（前年度中）
（バス等利用台数・バス等予算も含む）  利

用
ま
で
の
手
順 






































